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　2023 年３月に、永住権保持者は、通称 I-551 と呼ばれる ADIT ( 外国人・身分証明電気通信システム ) スタンプを郵送で受

け取るオプションができたと発表しました。ADIT スタンプとは、パスポートまたは I-94 カードに貼付されるスタンプのことで、

永住権保持者である一時的な証拠となります。ところが、新型コロナ以降、地元移民局での面会予約を取りにくくなり、緊急

時に対応することが非常に困難となっていました。この新しいプロセスにより郵送による受取が可能となるので、申請者も緊

急対応ができるようになり、移民局の作業の効率も改善されると思われます。

【ADIT が必要な場合】カードが紛失、盗難、または破壊された場合、緊急に国外に出られない場合、或は国外から戻れない場

合など、ＡＤＩＴスタンプの取得が必要となる場合があります。その他には、永住者保持者がグリーンカード更新中に受領通

知に記載されている 24 か月の短期延長期限が切れたり、カードが届かなかった場合；また、条件付永住権保持者が I-751 ま

たは I-829 請願を提出した後に受領通知に記載されている 48 か月の延長期限が失効しまい、至急国外に出る必要がある場合

や雇用主が最新の証明書の提出を求めた場合などが、挙げられます。

【入国時】永住者保持者がアメリかに入国する場合、通常入国時に

有効なパスポートとグリーンカードを提示する必要があります。

グリーンカードを所有していない場合、入国が遅れたり入国拒否

にあう可能性があります。パスポートに I-551 スタンプ或は I-94

フォームに ADIT スタンプが貼られていれば合法的な永住権保持

の証明となり、このような状態を避けることができます。

【申請方法】ADIT スタンプを取得するには、まず移民局のカスタマーサービスセンター（800-375-5283）に電話をし、ADIT

スタンプ発行のリクエストを出します。移民局担当者は、申請者の身分と郵送住所が特急郵便を受領できるかを確認した後に、

実際の面会申請が必要か郵送申請オプションが可能かを判断します。郵送申請が可能だと判断した場合は、審査官は書類を審

査した後に地元の移民局に身分証明写真と ADIT スタンプが貼られた I-94 フォームを発行し、申請者に郵送するように指示を

出します。しかし、移民局のシステムに使用可能な身分証明写真が保管されていない場合や住所や身元が確認できない人など、

郵送申請はできないと判断される場合があります。もし、面会申請が必要と判断された場合は、担当者は地元移民局への面会

予約をとります。 

【I-9】面会申請の場合は I-94 フォームの写真の右側に ADIT スタンプが押されます。郵送申請の場合は I-94 フォームの写真の

左側に ADIT スタンプが押されます。上記いずれの書類も I-9 や E-Verify のリスト A の受領書類（I-551、永住者カード）とし

て受け入れられます。下記に I-94 フォームのサンプルを添付しています。

面会申請の場合  　　　　郵送申請の場合

Source: https://www.uscis.gov/i-9-central/form-i-9-related-news/

本ニュース記事に関する注意事項（DISCLAIMER）
本雇用・労働・移民法ニュース記事は弁護士として法律上または専門的なアドバイスの提供を意図したもので
はなく、一般的情報の提供を目的とするものです。また、記載されている情報に関しては、できるだけ正確な
ものにする努力をしておりますが、正確さについての保証はできません。しかも、法律や政府の方針は頻繁に
変更するものであるため、実際の法律問題の処理に当っては、必ず専門の弁護士もしくは専門家の意見を求め
て下さい。Taylor English Duma 法律事務所および筆者はこの記事に含まれる情報を現実の問題に適用するこ
とによって生じる結果や損失に関して何ら責任も負うことは出来ませんのであらかじめご承知おき下さい。

執筆：大蔵昌枝弁護士 
Taylor English Duma LLP 法律事務所
＊ Copyright reserved. 著作権所有
1600 Parkwood Circle, Suite 200, 
Atlanta, GA 30339
DIRECT: 678.426.4641
OFFICE: 770.434.6868
E-Mail: mokura@taylorenglish.com
www.taylorenglish.com

雇用・労働・移民法ニュース◎大蔵昌枝弁護士

雇用・労働・移民法ニュース
皆様に随時移民法、ビザ情報をアップデートしております。

ADIT スタンプ


